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市政情報

　地震による負傷の多くは、家具の転倒・落下が原因です。直接当たってけがを
するだけでなく、つまずいて転ぶ、割れた食器やガラスを踏む、避難通路をふさぐな
ど、さまざまな危険をもたらします。室内に安全な空間をつくるよう工夫しましょう。

　瀬戸市と尾張旭市は、消防通信指令業務の共同運用に伴い、
「瀬戸・尾張旭消防指令センター」を開設し、11月26日（月）に
119番回線の切替工事を実施した後、5日間の試行運用期間を
経て12月1日（土）から運用を開始します。
　これにより、現在、それぞれの市が受け付けている119番通報
は、今後はすべて瀬戸市消防本部内に設置される「瀬戸・尾張旭
消防指令センター」で受け付けされることになり、次のような効
果が期待されています。
高機能消防指令センターとして各種機能が高度化されるとともに、勤務員が増員するなど、通信指令
業務全般の強化・充実が図られます。

「大地震では、家具は必ず倒れるもの」と考えて、ご自宅はもちろん、会社や学校でも、安全な空間をつく
るよう心がけましょう。

安全な空間をつくりましょう

瀬戸・尾張旭消防指令センターの瀬戸・尾張旭消防指令センターの
運用を開始します運用を開始します
瀬戸・尾張旭消防指令センターの
運用を開始します

■問い合わせ先／防災安全課 ☎88・2600

■問い合わせ先／消防署通信指令室 ☎85・0119

No.6

●寝室、子ども部屋、居間など、家族が長時間過ごす部屋にはできるだけ家具を置かないようにしま
　しょう。背の高い家具などを一部屋にまとめておくのも有効です。

家具を置かない

●家具が倒れたときに、寝ている人、座っている人を直撃しないように、また出入り口（避難経路）をふさ
　がないように配置しましょう。

家具の向きを考えて配置する

●家具の固定方法はいろいろありますが、正しいやり方で行わなければ効果は期待できません。
　作りつけの家具を使う、背の低い家具だけを置くなど検討しましょう。
●テレビや電子レンジ、パソコンなどの電化製品は、激しい揺れにより飛んでくることがあります。
　固定ベルトや耐震マットを使いましょう。

家具や電化製品は固定する

●引き出しや扉、ガラス部分も確認しましょう。収納物が飛び出して身体に当たったり、避難経路に散乱
　して、ケガをする危険があります。扉が開かないように留め金をつけたり、ガラス飛散防止フィルムを
　貼るなどの対策をとりましょう。
●家具の上や高い位置に重い物を置かないようにしましょう。

家具の上や中身の物にも注意する

GPS機能を活用した車両位置管理システムや、メールによる出動指令装置などが導入され、現場到着
時間の短縮と迅速な非常参集職員の確保が可能となります。
二市の境界付近で発生した災害に対して、相互応援体制の強化が図られることで、迅速に対応するこ
とができます。

二市で共同整備・運用することにより、指令台の更新費用などコストの低減が可能となります。

No.82 男女共同参画社会に向けて ■問い合わせ先／交流学び課
　　　　　　　　☎97･1337

11月12日（月）～25日（日）  女性に対する暴力をなくす運動週間
11月25日（日）  女性に対する暴力撤廃国際日

男女共同参画社会の実現のため「女性・子どもに対する暴力の根絶」をめざしています。
第２次瀬戸市男女共同参画プランでは、数値目標を次のとおりにしています。

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク

何らかの暴力を受けたことが
ある人の割合

DVは人権侵害です

現状
（平成22年）

19.8%

目標
（平成28年）

0%

暴力を受けていたらすぐ相談を！

アンケート調査で、ＤＶの質問に対し「そのよう
なことはなかった」「不明・無回答」を除いた割合

DVについて誰も相談する人が
いなかった人の割合
アンケート調査で、ＤＶの被害を受け、どこ(誰)
にも相談しなかった人のうち｢誰も相談する人
がいなかったから｣と回答した人の割合

配偶者、恋人、その他の親密な関係にある者からの身体的、精神的、経済的または性的な苦痛を与えられる
暴力行為を「ドメスティック・バイオレンス（DV）」といいます。

配偶者からの暴力行為は人権侵害であり、それは子どもへも大きな影響を与える大変深刻な
社会問題です。配偶者からの暴力を誰にも言えず悩んでいる方、または、その姿を発見した方
は配偶者暴力相談支援センター、女性悩みごと相談など各種相談窓口に相談してください。

夫婦間、恋人、パートナーからの暴力は、家庭内の問題として、表面化しにく
いものです。でも実は私たちの身近で起こっているのです。
身体的暴力……なぐる、ける、ものを投げつけるなど
精神的暴力……どなる、無視する、交友関係を監視するなど
性 的 暴 力……性的な行為を強要するなど
経済的暴力……生活費を渡さないなど
子どもを使った暴力…子どもに暴力を見せる、危険な目に遭わせるなど

「なぐる」「ける」だけが
暴力ではありません

配偶者暴力相談
支援センター
瀬戸市女性の悩みごと相談

愛知県女性相談センター  ☎052・962・2527
愛知県女性相談センター（尾張駐在室） ☎052・961・7211（内線2323）

☎97・1333  第1・2・3水曜、第2・4金曜  午前10時～午後3時  ※要予約
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現状
（平成22年）

6.3%

目標
（平成28年）

0%

※現状の割合は平成22年に実施した市民アンケート調査の結果によるものです。
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秘密厳守
相談無料

■問い合わせ先／交流学び課 ☎97･1337

ドメスティックバイオレンス～被害者を孤立させない社会ドメスティックバイオレンス～被害者を孤立させない社会
お知らせ

講演会講演会 ドメスティックバイオレンス～被害者を孤立させない社会講演会
日時　11月18日（日）午前10時～正午　※申込不要
場所　パルティせと4階　マルチメディアルーム
講師　石田  ユミ　氏
　　　（金城学院大学非常勤講師）


